
平成２６年度 第１回弘前市防災会議の概要 

 

１ 日 時  平成 27年 2月 9日（月）午後 2時 00分～2時 40分 

２ 会 場  弘前市民会館 1階大会議室 

３ 出席者（敬称略） 

 ■出 席 32名（代理出席含む） 

   弘前市長 葛西憲之（会長）、青森地方気象台次長 藤丸秀和、東北地方整備局青森

河川国道事務所長代理 防災課長 伊藤圭、東北農政局青森地域センター次長 堀切

義郎、津軽森林管理署長代理 総括治山技術官 本城谷貴広、中南地域県民局地域整

備部長 白川裕彦、弘前警察署長代理 警備課長 小笠原幹夫、弘前地区消防事務組

合消防長 福士文敏、弘前市副市長 蛯名正樹、弘前市消防団長 笹常俊、東日本電

信電話株式会社青森支店長代理 青森災害対策室主査 鹿内昭則、東日本旅客鉄道株

式会社津軽地区長代理 副駅長 奈良肇、東北電力株式会社弘前営業所長 清野和寛、

日本放送協会青森放送局長 松隈天、株式会社青森テレビ弘前支社長 白戸恵美子、

弘前ガス株式会社取締役社長 齋藤嘉春、青森県トラック協会弘前支部長 三上正喜、

弘前大学大学院理工学研究科准教授 片岡俊一、陸上自衛隊弘前駐屯地第３９普通科

連隊長代理 運用訓練幹部 高橋和夫、弘前商工会議所会頭 永澤弘夫、弘前市町会

連合会会長 神忠男、弘前市民生委員児童委員協議会会長 今幸夫、弘前市議会総務

常任委員長 小山内司、弘前市農業委員会会長 下山勇一、一般社団法人弘前市医師

会理事 青山公直、社会福祉法人弘前市社会福祉協議会会長 白取幹人、弘前市連合

婦人会副会長 三上ナツエ、弘前市赤十字奉仕団委員長 宮本兼昭、弘前建設業協会

協会長 一戸利光、弘前地区婦人防火クラブ連絡協議会副会長 佐藤雅子、株式会社

エフエム青森弘前支局長 齋藤寛、アップルウェーブ株式会社専務取締役 一戸勝美 

  

■欠 席 4名 

  弘前市教育委員会教育長 佐々木健、青森放送株式会社弘前支社長 川村和夫、青

森朝日放送株式会社 沢谷加一郎、ＮＰＯ法人青森県防災士会弘前支部長 工藤廣道 

 

■事務局 

  弘前市防災安全課長 三浦直美、同課長補佐 工藤雅人、同主幹 今井郁夫、同主

査 堤健介、同主事 齊藤賢幸、同主事 油井巧、危機管理嘱託員  

 

４ 会議 

(1) 会長あいさつ 

  会議の開会に際し、会長（弘前市長 葛西憲之）より挨拶 

 (2) 議事進行 

   冒頭、弘前市防災会議条例の規定により会長が議長役を務めることを宣し、その後



の議事を進行した。 

 

  案件１ 職務代理指名の報告について 

    議長より、弘前市防災会議条例第３条第４項の規定に基づき、会長の職務代理と

して弘前市副市長の蛯名委員を指名したことを報告した。 

 

  案件２ 地域防災計画の修正について 

    事務局より、資料１～４に基づいて市庁舎増築棟の防災拠点化、弘前運動公園の

防災拠点化及び地域防災計画の修正案について説明した。 

    事務局の説明終了後、議長より委員に対して意見又は質問等を求めたところ、委

員からは意見又は質問等はなかった。 

    続いて、議長より修正案の承認について委員へ諮り、原案のとおり了承された。 

 

  案件３ 地域防災計画修正のスケジュールについて 

    事務局より、資料５に基づいて修正に係る今後のスケジュールについて説明した。 

    事務局の説明終了後、議長より委員に対して意見又は質問等を求めたところ、委

員からは意見又は質問等はなかった。 

 

  案件４ 避難所等の見直し状況について 

    事務局より、資料６に基づいて避難所等の見直し状況について説明した。 

    事務局の説明終了後、議長より委員に対して意見又は質問等を求めたところ、委

員からは意見又は質問等はなかった。 

 

  案件５ その他 

    議長より、案件１～４のほかにその他として何かないか、委員及び事務局に求め

たが、特段なかった。 

 

 (3) 閉 会 

    議長より会議の閉会を宣し、終了した。 

 

以 上 



平成２６年度 第１回弘前市防災会議 
 

日 時：平成 27 年 2 月 9 日（月） 

午後 2時 00 分～3時 00 分 

場 所：弘前市民会館１階 大会議室 

 

次  第 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 議 事 

 （１）職務代理指名の報告について 

 （２）地域防災計画の修正について 

①地域防災計画の修正案 

②市庁舎増築棟の防災拠点化 

③弘前運動公園の防災拠点化 

（３）地域防災計画修正のスケジュールについて 

 （４）避難所等の見直し状況について 

 （５）その他 

４ 閉 会 

 

【配付資料】 

  席図、委員名簿 

資料１ 弘前市地域防災計画の修正について 

   資料２ 防災拠点の整備について 

   資料３ 市庁舎増築棟の防災拠点化について 

   資料４ 弘前運動公園の防災拠点化について 

   資料５ 地域防災計画修正のスケジュールについて 

資料６ 避難所等の見直し状況について 

   （参考）弘前市防災会議条例 



弘前市地域防災計画の修正案について 

 

１．修正内容 

  市庁舎増築棟と弘前運動公園の防災拠点化について、新たに地域防災計画

へ盛り込む。 

 

２．修正理由 

  両施設における防災機能の整理と整備方針が概ね定まったことから、弘前

市の防災に関する基本計画である地域防災計画へ防災拠点として位置付け、

効果的な防災対策を実施するため修正するものである。 

 

３．修正案（新旧対照表） 

  地域防災計画（地震等災害対策編、風水害等災害対策編）の第３章「災害

予防計画」中に、「防災拠点の整備」の項目を新たに追加する。 

 

 ・地震等災害対策編  「資料１－２」のとおり 

  ・風水害等災害対策編 「資料１－３」のとおり 

 

資料１-１ 



 

 弘前市地域防災計画（地震災害対策編） 新旧対照表 

修 正 ( 案 ) 現 行 備 考 

Ｐ70-1 

第 3章 災害予防計画 

 第 23節 防災拠点の整備 

 

 地震災害における防災対策の推進にあたって、迅速かつ的確な災害応急対

策を実施する上で重要となる防災拠点を整備するものとする。 

 また、防災拠点として有効に機能するために必要となる資機材や物資等に

ついても整備していくものとする。 

 

１ 中枢となる防災拠点（市庁舎増築棟） 

 大規模な地震においても災害対応で重要となる機能を停滞することなく実

施するため、市庁舎増築棟を中枢となる防災拠点として整備し、次に掲げる

機能を集約する。 

(1) 災害対策本部 

(2) 避難者の一時収容 

(3) 食事等の提供 

(4) 重要な情報システムの保護とバックアップ 

 

２ 広域避難にも対応した地域防災拠点（弘前運動公園） 

 中枢となる防災拠点を補完し、より効果的な災害対応を可能とするため、

弘前運動公園を防災関係機関の活動拠点機能や大規模な収容機能を備えた地

域防災拠点として整備する。 

災害時には、周辺住民、観光客、帰宅困難者のほか、周辺市町村やさらに

広域からの避難にも対応できるものとし、地域防災拠点として次の機能を備 

 

第 3章 災害予防計画 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１-２ 



 

 弘前市地域防災計画（地震災害対策編） 新旧対照表 

修 正 ( 案 ) 現 行 備 考 

えるものとする。 

 

【災害時の機能】 

 (1) 災害対策本部の補完、現地対策本部 

 (2) 防災関係機関の活動拠点 

 (3) 災害医療救護所 

 (4) 避難者の収容 

 (5) 資機材・食料等の備蓄 

 (6) 救援物資等の集積・中継・分配 

 (7) 食事等の提供 

 (8) ヘリコプター離着陸 

 

【平常時の機能】 

 (1) 訓練等の実施 

 (2) 研修等の防災啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 弘前市地域防災計画（風水害等災害対策編） 新旧対照表 

修 正 ( 案 ) 現 行 備 考 

Ｐ76-1 

第 3章 災害予防計画 

 第 21節 防災拠点の整備 

 

 風水害等の災害における防災対策の推進にあたって、迅速かつ的確な災害

応急対策を実施する上で重要となる防災拠点を整備するものとする。 

 また、防災拠点として有効に機能するために必要となる資機材や物資等に

ついても整備していくものとする。 

 

１ 中枢となる防災拠点（市庁舎増築棟） 

 大規模な風水害等においても災害対応で重要となる機能を停滞することな

く実施するため、市庁舎増築棟を中枢となる防災拠点として整備し、次に掲

げる機能を集約する。 

(1) 災害対策本部 

(2) 避難者の一時収容 

(3) 食事等の提供 

(4) 重要な情報システムの保護とバックアップ 

 

２ 広域避難にも対応した地域防災拠点（弘前運動公園） 

 中枢となる防災拠点を補完し、より効果的な災害対応を可能とするため、

弘前運動公園を防災関係機関の活動拠点機能や大規模な収容機能を備えた地

域防災拠点として整備する。 

災害時には、周辺住民、観光客、帰宅困難者のほか、周辺市町村やさらに

広域からの避難にも対応できるものとし、地域防災拠点として次の機能を備 

 

第 3章 災害予防計画 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１-３ 



 

 弘前市地域防災計画（風水害等災害対策編） 新旧対照表 

修 正 ( 案 ) 現 行 備 考 

えるものとする。 

 

【災害時の機能】 

 (1) 災害対策本部の補完、現地対策本部 

 (2) 防災関係機関の活動拠点 

 (3) 災害医療救護所 

 (4) 避難者の収容 

 (5) 資機材・食料等の備蓄 

 (6) 救援物資等の集積・中継・分配 

 (7) 食事等の提供 

 (8) ヘリコプター離着陸 

 

【平常時の機能】 

 (1) 訓練等の実施 

 (2) 研修等の防災啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 









市庁舎増築棟の防災拠点化について 

 

１．整備概要 

 事業年度  平成２５年度   実施設計 

平成２６年度   工事着工 

       平成２７年度   工事完成 

平成２８年４月～ 供用開始予定 

 

 総事業費  ３，２２０，３３３千円（予算額ベース） 

 

 整備方針  「資料３－２」を参照 

 

２．防災機能等 

 「資料３－３」を参照 

資料３-１ 







弘前運動公園の防災拠点化について 

 

１．整備概要 

 現在、弘前運動公園の長寿命化計画策定と並行して、防災拠点化に向けた基

本構想の策定作業を進めており、今年度中に策定予定。 

 ①今後の予定 

   平成２７年度  設計、工事着工 

   平成２９年度  工事完成 

 ②全体事業費 

  現在作業中の基本構想において概算額を算出し、設計段階で精査する予定。 

 

２．施設別の防災機能  ※資料４-２参照 

効率的に機能を発揮させるため、大きく北側と南側で機能別にゾーニングし、

以下の機能をもたせる。 

 なお、現時点の基本構想案であるため、今後変更となる可能性がある。 

 

＜避難・救援・支援ゾーン＞ 

 ①青森県武道館、遠的弓道場 

  ・活動調整本部（市現地災害対策本部、各機関現地指揮本部等の調整） 

  ・避難者の収容（要配慮者、原子力災害時の広域避難者の収容にも対応） 

   注）青森県地域防災計画（原子力編）に基づき、原子力災害時には横浜

町からの広域避難の受入れを行うことで、県・関係市町村・関係機関

で現在検討を進めている。 

 

 ②克雪トレーニングセンター 

  ・避難者の収容（原子力災害時の広域避難者の収容にも対応） 

※避難者受入れ施設として使用しない場合 → 物資等の集積 

 

 ③エントランス広場 

  ・行政、ボランティアなどの支援活動拠点 

 

 ④多目的広場 

  ・物資等の集積、荷捌き 

 

 

資料４-１ 



 ⑤テニスコート 

  ・物資等の配布 

 

 ⑥各駐車場 

  ・西側駐車場は、避難者及び関係機関の車両エリア 

  ・第１～３駐車場は、支援及び復旧関係の車両エリア 

 

＜実働隊ゾーン＞ 

 ⑦陸上競技場 

  ・ヘリポート 

  ※青森空港が使用不能な場合などは、人命救助や物資輸送などを行うヘリ

コプター出動の拠点となるヘリベースとして使用 

  ・救護所 

 

 ⑧球技場 

  ・実働隊車両待機場所 

  ※発災直後や初期段階においては、一時避難場所として使用 

 

 ⑨野球場 

  ・消防、警察、自衛隊等の現地指揮本部、活動拠点及び宿営場所 

  ※陸上競技場がヘリポートとして使用できない場合 → 臨時ヘリポート 

  ※発災直後や初期段階においては、一時避難場所として使用 

  ※平常時の備蓄倉庫機能 

 

３．将来的な検討課題 

 ア．公園東側と国道７号線との接続（非常時出入口の確保） 

 イ．公園南側とオフィスアルカディア側との通行路の確保 

 





地域防災計画修正のスケジュールについて 

 

Ｈ27．2．9  第１回防災会議（修正案の審議） 

      ※修正案が承認された場合、速やかにホームページ等で公表 

 

【今後の修正予定】 

    ・県では、新たな津波・地震被害想定（Ｈ26.11月公表）などを反映した県地

域防災計画の修正について、今年度中を目途に作業を進行中。 

 

 

 

 

    上記を踏まえた市地域防災計画の修正を行うため、当会議において審議し

ていただく予定。 

資料５ 



避難所等の見直し状況について 

 

【現在の指定箇所数】 

・指定避難所  １２２箇所（学校、公共施設、集会所等） 

  ・指定避難場所  ９６箇所（公園） 

  ※いずれも、災害の種類や避難期間に応じた区分はしていない。 

 

 

 

 

 

  災害の種類ごと（地震、洪水、土砂災害など）に、避難する期間に応じ、 

   ①指定緊急避難場所（危険回避のため、一時的に避難する場所） 

   ②指定避難所（災害発生後、一定期間滞在して避難生活する場） 

 に区別して指定することとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料６ 

災害対策基本法の改正（H26.4.1 施行） 

＜市の対応状況＞ 

現在、避難所の見直しにあたっての「指定基準」と「指定方針」を定め

て作業を進めており、今年度中に完了する予定。 

 

 

防災会議での審議後、地域防災計画へ反映させる。 



避難所見直しにあたっての「指定基準」と「指定方針」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ア．５０cm 以上の浸水想定区域、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒

区域内にある施設等を除外 

イ．Ｓ５６年６月以降の新耐震基準を満たさない建物を除外 

ウ．町会所有の集会所、民間施設、私立学校などを活用 

エ．収容可能人員は、１人当り面積を概ね２㎡として算定（現行と同じ） 

（資料６ 別紙） 

指定基準 

【第１段階】 

 小・中学校はすべて耐震基準を満たしており、中核として配置する。 

 開設の優先順位を決めておく。 

【第２段階】 

 避難対象のカバー範囲を確保するため、各家庭から半径１㎞圏内へ

の配置を目標とする。 

【第３段階】 

 地区別、小学校区別で区分した際に、各区分単位において対象人口

の２０％以上の収容が可能となるように配置する。 

    ※避難指示等による実際の避難割合を２％程度と仮定した場合に、

その１０倍の収容人数を確保する。 

指定方針 
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